
 

 

 

 

機能診断・補修技術等研修会開催 

島根県農地・水・環境保全協議会では、機能診断・補

修技術等研修会「鳥獣害防護柵の適正管理」を、８月２

７日益田市、２９日飯南町で開催し、１０４組織、１５

３名の活動組織の皆さんに参加していただきました。 

研修会では初めに、(一社)農山漁村文化協会中国四国

支部から農作物に被害をもたらす動物の生態や、被害を

減少するための防護柵の設置について、動画も交え情報

提供をしていただきました。 

次に、島根県の鳥獣害対策担当職員から「鳥獣害防護柵の設置等について」説明をして

いただきました。 

鳥獣害対策は 

 ■鳥獣が近づかない環境づくり(無意識の餌付け、隠れ場所を無くす。) 

 ■防御（田畑を効果的に囲う。柵の点検は定期的に行う。） 

 ■加害個体の適切な捕獲 

この三つを合わせて行っていくことが大事。 

鳥獣害防護柵については 

■加害獣の生態を知って、その動物に効果的な防護柵を選定する。 

■防護柵の設置方法や設置時の注意点などを考慮して行う。 

 ■定期的な維持管理をしていく。 

   ⇒誰が維持管理していくか明確にする。 

（組織的な管理、森林組合に管理を委託する等） 

    2～3 か月に 1 回以上が理想 

  ■管理がしやすく、人が歩いて行ける場所に設置する。 

⇒設置が楽なところに張る。 

（急峻地を避けて設置する、管理道を柵の内外に設ける等） 

設置や管理労力の減少が見込める。 

最後に、島根県から「共同活動の安全のしおり」を使って、活動を安全に行っていただ

くための注意事項の説明がありました。 

全国的に草刈等作業中の事故が多発しています。活動組織の皆さんも十分に気をつけて

いただき、安全に活動されることをお願いします。 

参加された活動組織の皆さん、お疲れさまでした。 

飯南会場 

猪が壊した畦 



 

 

当日のアンケート結果より 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートの中では、「防護柵の下から侵入する」、「柵を突き破る」、「飛び越えて侵入す

る」、「防護柵が経年劣化により補修が必要」、「雪害による補修が追いつかない」等の意見もあ

り、皆さんのご苦労が伺えました。今後実施して欲しい研修としては、鳥獣害対策、施設の機

能診断の研修を多くの活動組織が希望されていました。 

協議会では、皆さんのご意見をこれからの研修に役立てていきたいと思います。ご協力あり

がとうございました。 

 

多面的機能支払 愛称募集 

農林水産省では、多面的機能支払交付金が多くの方々に愛され、親しみやすいものになるよ

う愛称の公募が始まっています。募集期限：令和元年 12 月 31 日(火)まで 

 愛称は、5文字以内。別添応募用紙にご記入の上、市町村担当者までご提出ください。 
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加害獣の種類 (複数回答有り) 

防護柵の維持管理 防護柵の資材 (複数回答有り) 

防護柵等の設置範囲 

■電気柵  

■ワイヤー 

メッシュ 

■金網 

■トタン 

■その他 

■地域取決めで 

地域全体  

■地域取決めで 

農地毎 

■耕作者個人 

■今後設置予定 

■その他 

■維持管理組合 

等を設立  

■役員 

■集落全員 

■農家のみ 

■イノシシ  

■サル 

■鹿 

■熊 

■その他 

 ﾇｰﾄﾘｱ 

 ｱﾅｸﾞﾏ 

 ｱﾗｲｸﾞﾏ 

同封のチラシでご応募ください 



 

 

国による抽出検査 

  多面的機能支払制度では、活動組織を対象に毎年度農林水産省による「多面的機能支払交付

金の抽出検査」が行われます。 

  今年度は、１２月に 4 市町で行われ 8 活動組織が受検対象となっています。 

  検査では、各活動組織が取り組まれている活動の平成３０年度実施状況を確認されます。 

  ■総会が行われているか（議事録等の確認） 

  ■監査が適切に行われているか 

  ■「地域資源の適切な保全管理のための推進活動」についてどのようなことが行われたか

(記録等の確認)  

  ■「多面的機能の増進を図る活動」は何をしているか 

  ■活動記録や金銭出納簿の確認、金銭出納簿と領収書の照合 

  ■業者委託の場合の見積書、契約書、請求書等の確認 

  ■更新された施設について、財産管理台帳が作成されているか、 

市町村等へ財産譲渡されているか 

など、活動組織から直接聞き取りが行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

西長江環境保全会

(松江市)では、年 1

回「環境保全会だよ

り」を作成し、地域

の皆さんへ活動の報

告されています。 

 「便り」には、水

質調査結果やため池

の草刈等の写真が載

せられ、一年の活動

が地域の皆さんに分

かりやすく紹介され

ています。 

活動事例紹介 

平成３０年度抽出検査 



 

 

～多面的機能支払交付金に関することは～ 

◆島根県農地・水・環境保全協議会 

〔事務局〕水土里ネット島根 

  Tel 0852-32-4141 Fax 0852-24-0848 

http://www.nouchimizu-shimane.jp 

◆島根県農林水産部農村整備課資源保全スタッフ     Tel 0852-22-6262 

http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/nougyo/kojo_taisaku/ 

◆又は最寄りの各市町村担当課までお問合わせ下さい。 

 

令和元年度の事務実務研修会は 12月に開催予定です。 

今回も東部、西部 2 会場で開催します。 

詳細につきましては決まり次第お知らせします。 

今年度から活動記録、金銭出納簿、実施状況報告書の様式が変更になります。 

様式は協議会ホームページからダウンロードしてお使いください。 

「助さん」を使用されている組織の方は、登録、報告年度を「３１」に変更して例年どおり

入力してください。令和元年度「助さん」は更新版ができ次第送付します。 

「幟の注文」活動のＰＲにお役立てください。 

活動中の現場や花壇､花畑等の脇に「幟（桃太郎旗）」を立てて、地域の皆さん 

に活動をＰＲしてはどうでしょうか。2 通りの標語を用意しています。活動組織 

名の入った「幟」のご購入をご検討ください。 

 

 

 

 

～担当者の声～ 

令和初めての稲刈りは順調にお進みでしょうか？台風の発生も多く、収穫が終わるまでは天候の具合

など気がかりなことばかりかと思います。また、気候の変化で体調を崩しやすい季節でもありますの

で、体調管理にお気をつけてください。 

皆様にとって、実り多き秋になりますように・・・（協議会ＡＩ） 
 

出雲市平田地域農地・水環境 

保全管理協定（出雲市） 

同封のチラシをご覧ください 

平成３０年度邑南会場 

“子供たちが稲刈り体験 
波根農地・水・環境向上対策協議会 （大田市） 

波根農地・水・環境向

上対策協議会では、９月

１１日に朝波小学校５年

生、波根保育園年長児

童と稲刈り体験を行いま

した。 

 


